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久留米市男女平等推進センターでは、令和４年度もさまざまな講座やイベ

ントを企画し実施していきます。

新しい発見、新たな出会い。これからの生き方のヒントが見つかるかも！？

ぜひセンターの事業に参加してみませんか！

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

男 女 平 等 に 関 す る 問 題 に 気 づ

き、直面するさまざまな問題を

解決するために力をつける講座

です。

１．女性・男性学

行事予定

女性の生き方を支援をする相談

を行っています。また、寄せら

れる相談から見えてくる問題を

解 決 し て い く た め の 講 座 を 企

画・実施します。

２．生き方支援

女性の就業を支援し、経済的・

社会的エンパワメントにつなげ

るための講座を実施します。

３．就業支援

男女共同参画社会の実現をめざし

て活動する市民グループをさまざ

まな形で支援します。

４．市民活動・交流支援

図書を通して、男女平等やジェン

ダーを考える講座を実施します。

５．女性と情報

市民参画型事業やジェ

ンダーの視点での記念

事 業 な ど で 、 市 民 グ

ループの自主的活動や

ネットワークづくりを

支援します。

６．記念・交流事業

令和４年度 男女平等推進センター事業計画

・女性の参政権行使日 
                 (4/10)

・ＡＶ出演強要・ＪＫ
　ビジネス等被害防止月間

パソコン技術習得講座パソコン技術習得講座

就業（継続）応援講座就業（継続）応援講座
起業応援セミナー起業応援セミナー

市民グループ公募企画市民グループ公募企画

市民グループとの共催・後援事業市民グループとの共催・後援事業

次世代動画作成支援事業次世代動画作成支援事業

くるめフォーラム２０２２くるめフォーラム２０２２

お問合せは男女平等推進センター(TEL30-7800・FAX30-7811)へお願いします。※スケジュール、内容は変更することがあります。

パープルリボンキャンペーンパープルリボンキャンペーン

ブックタイム（毎月１回）ブックタイム（毎月１回）

上映会（年６回）上映会（年６回）

・男女共同参画週間
　             （6/23～29）

・男女雇用機会均等月間

・同和問題啓発強調月間

・仕事と家庭を考える月間

・久留米女性週間
              （10/1～7）

・女性に対する暴力をな
　くす運動(11/12～25）
・女性に対する暴力撤廃
　国際日（11/25）

・人権尊重週間

　（12/4～10） 

・世界人権デー（12/10） 

・女性の健康週間　　　　　

　（3/1～8）

・国際女性デー（3/8）

11月12日から11月25日までの「女性に対する暴

力をなくす運動」期間中に、暴力の撤廃に向けて

のさまざまなキャンペーン事業を行います。

小さなお子さんを預けて図書情報ステーション利用

男性のライフデザイン講座男性のライフデザイン講座女性の政策参画講座女性の政策参画講座 女性のまちづくり参画講座女性のまちづくり参画講座

 デートＤＶ防止啓発講座、地域啓発講座、関係機関への講師派遣 デートＤＶ防止啓発講座、地域啓発講座、関係機関への講師派遣

 男女共同参画サポーター養成講座 男女共同参画サポーター養成講座  次世代男女共同参画促進事業 次世代男女共同参画促進事業

  女性の総合相談（毎日10時～18時…休館日を除く、ただし木曜日17時～20時、日曜日10時～17時）  女性の総合相談（毎日10時～18時…休館日を除く、ただし木曜日17時～20時、日曜日10時～17時）

   男性の電話相談（毎月1回）   男性の電話相談（毎月1回）

セクハラ防止講座 女性の生き方支援講座

　関係機関・団体等との共催事業　関係機関・団体等との共催事業

図書関連講座図書関連講座

女性の働き方応援事業女性の働き方応援事業

男女共同参画サポーターによる地域啓発事業男女共同参画サポーターによる地域啓発事業

男女共同参画基礎講座（子育て・労働・地域・健康などのテーマで）男女共同参画基礎講座（子育て・労働・地域・健康などのテーマで）

ＤＶ・性暴力被害者支援サポーター養成講座ＤＶ・性暴力被害者支援サポーター養成講座

弁護士相談（第2・第4木曜日14時～15時30分、第3木曜日17時30分～19時）弁護士相談（第2・第4木曜日14時～15時30分、第3木曜日17時30分～19時）女性弁護士による法律相談

性暴力被害者支援講演会

こころのケア講座

1988年10月1日、久留米市では男女平等を推進する指針
として「久留米女性憲章」を制定しました。この憲章制
定日から1週間を「久留米女性週間」と定め、毎年記念
事業として「くるめフォーラム」を実行委員会形式で行
っています。

LGBTに関する講座LGBTに関する講座


